
 
 
 
 
 
 
 
 
   茨城県自治紛争処理委員の任命及び事件の付託について 
 
 
 かすみがうら市長から調停申請のあった、霞台厚生施設組合の旧焼却施設解体費用負担
に係る紛争について、令和５年 10 月 10 日付けで茨城県自治紛争処理委員を任命し、その
調停に付しましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 

１ 委員の氏名  石川 和宏 
         上畠 佳子 
         吉田 勉 

 
２ 付託日    令和５年（2023 年）10 月 10 日（火） 

         ※「自治紛争調停の手続に関する規則（昭和 32 年茨城県規則第 32 号）」
により、委員は原則として付託された日から 60 日以内に調停案を作
成することになっている。 
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